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１１ 熊本県行政文書等管理の熊本県行政文書等管理の
あり方検討委員会についてあり方検討委員会について
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あり方検討委員会についてあり方検討委員会について



 公文書等の管理に関する法律の制定

「熊本県行政文書等管理の
あり方検討委員会」設置の背景

いわゆる「公文書管理法」が、
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いわゆる「公文書管理法」が、

平成２３年４月をめどに施行予定

 「行政文書の適切な管理は、民主主義の基本」

（知事発言より）



公文書等の管理に関する法律
（いわゆる公文書管理法）の制定

平成２１年７月１日 法律第６６号

・地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、
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・地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、

その保有する文書の適正な管理に関して必要

な施策を策定し、及びこれを実施するよう努め

なければならない。(法第３４条)



公文書管理法の概要

①公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有
の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用
し得るものと位置づけ

②意志決定や事務事業の実績に係る文書の作成

③共通のルールで策定された文書管理規則による文書
の管理
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の管理

④保存期間満了後、歴史公文書等は国立公文書館等へ
移管

⑤文書の管理状況の報告義務化と内閣府への監視機能
の付与

⑥廃棄する際、内閣総理大臣に協議し同意を得ることを
義務化 等



行政文書に係る知事発言

後世の人たちがその時代を
検証する時に、行政文書が
残っていると、そういうふう
な状況が理想的。

私は、行政文書というの
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行政文書の意義を職員一人
一人が常に意識することは、
それぞれの職務に対する誇
りと責任を明確にすることに
繋がるもの。

な状況が理想的。は、民主主義の基本であ
ると思っております。

H21.7.18    知事会見より
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「行政文書」という用語

熊本県文書規程においては、「公文書」
は職務上作成するすべての文書、「行政
文書」は職務上作成又は取得した文書で
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文書」は職務上作成又は取得した文書で
組織的に用いるものとして管理しているも
のと、それぞれ定義されていることから、今
回、作成から廃棄までを視野に入れた管
理のあり方を検討するうえでは、行政文書
を用いることとした。



２２ 熊本県の行政文書等熊本県の行政文書等
の管理の現状の管理の現状
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文書の作成・取得から、文書の作成・取得から、

保存、廃棄に至るまで保存、廃棄に至るまで



熊本県文書規程による
文書事務の流れ

①作成・取得

②編さん
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②編さん

④保存期限満了

⑤廃棄

③保存
（延長）



文書事務の流れ（①作成・取得）

文書作成の義務（文書規程４条の３）①作成・取得

②編さん
各所属の所管事項に関する意志決
定に当たっては文書を作成して行う
こと
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④保存期限満了

⑤廃棄

③保存
（延長）

各所属の事務及び事業の実績につ
いて文書を作成すること

こと

を原則とする。



文書事務の流れ（②編さん）

各所属において、文書保管保存分類表
に基づき、完結した行政文書を簿冊と
して編さんする。 （文書規定第３９条）

①作成・取得

②編さん
事務・事業の性質、内容に応じて文書分類の
基準に基づき、秩序立てて系統的に整理

12

④保存期限満了

⑤廃棄

③保存

（延長）
①文書の保存期限は、処理完結の翌年度の６月
１日から起算する。

②原則として、年度別に会計年度（単年度）ごとに
編さんするものとする。

③簿冊には、システムで作成する表紙及び背表
紙を貼付して、 簿冊内文書一覧を綴じ込む。



簿冊とは(文書規程第２条第６号)

能率的な事務又は事業の処理及び行政文
書の適正な保存の目的を達成するためにまと
められた、相互に密接な関連を有する行政文
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められた、相互に密接な関連を有する行政文
書の集合物(単独で管理することが適当な行
政文書を含む。)をいう。

いわゆる

文書綴（文書ファイル）



文書保管保存分類表の例
一部抜粋
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文書保管保存分類表の例
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①私学文書課
②Ｂ
③０４
④０００
⑤ア
⑥０３
⑦１８０

Ｂ（総務）０４（文書法規）０００（文書）ア（総記）

保存年限 ３年

保存年限



行政文書の流れ（③保存）

①作成・取得

②編さん

簿冊の引継ぎ（文書規程第４１条）

保存文書の管守（文書規程第４３条）
各課長（文書取扱主任者）は、保管している

行政文書を、組織としての管理が適正に行い
得る専用の場所において適正に保管しなけ
ればならない。〈各課キャビネット・共用書庫〉
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④保存期限満了

⑤廃棄

③保存

（延長）

各課長は、文書管理システムにより引継ぎ

文書一覧表を作成し、私学文書課長（文書取
扱主任者）の引継ぎ確認等を受けたうえで、
簿冊を引き継がなくてはならない。

保存文書の管守（文書規程第４２条）
私学文書課長（文書取扱主任者）は、引き

継いだ簿冊を、文書倉庫に所定期間保存し、
管守しなければならない。

（）書き内は、地方出先機関の場合



行政文書の保存期限

第一種 ３０年保存

第二種 １０年保存

第三種 ５年保存
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第三種 ５年保存

第四種 ３年保存

第五種 １年保存

第六種 １年未満

以上（保存期限）文書規程第４０条

歴史的文書 永久保存



文書分類の基準と保存期限

３０年

１０年
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３年

５年

１０年

１年

１年未満
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私学文書課 課内キャビネット所属での保存の例



簿冊の名称
私学文書課 課内キャビネット

所属での保存の例
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廃棄年度シール

①所属名
②第１分類
③第２分類
④第３分類
⑤第４分類
⑥保存期限
⑦一連番号

①私学文書課
②Ｂ
③０４
④０００
⑤ア
⑥０３
⑦１８０



所属の名称

所属内の一連番号

簿冊完了年度

表紙
背
表
紙
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簿冊の名称

簿冊には、システムで作成する表紙及び背表紙を貼付して、
簿冊内文書一覧を綴じ込む。
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各部 共用書庫（入り口）所属での保存の例
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各部共用書庫内キャビネット所属での保存の例



私学文書課
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会計課

各部共用書庫内キャビネット所属での保存の例
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各部共用書庫内キャビネット所属での保存の例



私学文書課 文書倉庫（県庁本館地下２階）
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引継ぎ後の保存（本庁の場合） 文書倉庫（県庁本館地下２階）

27各所属ごとの地下書庫（入り口）



引継ぎ後の保存（本庁の場合） 文書倉庫（県庁本館地下２階）
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① 農林水産政策・団体支援・農産・農村整備 等

② 人事・財政・市町村・行政経営・職員 等

③ 私学文書・管財・税務・危機管理防災消防 等

④ 環境政策・環境保全・自然保護・廃棄物対策 等

⑤ 会計・管理調達課

～ その他



林務水産

社会福祉

引継ぎ後の保存（本庁の場合） 文書倉庫（県庁本館地下２階）
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林務水産



引継ぎ後の保存（本庁の場合） 文書倉庫（県庁本館地下２階）
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林務水産

社会福祉



引継ぎ後の保存（本庁の場合） 文書倉庫（県庁本館地下２階）

31社会福祉



社会福祉

引継ぎ後の保存（本庁の場合） 文書倉庫（県庁本館地下２階）

32

引揚者関係



行政文書の流れ（④保存期限満了）

文書保存期限が満了したら、次の
いずれかの措置をとる。

(1)廃棄

(2)保存期限の変更（延長）

①作成・取得

②編さん
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(2)保存期限の変更（延長）

④保存期限満了

⑤廃棄

③保存
（延長）

各課長は、保存期限が満了した行政文書に
ついて職務の遂行上必要があると認めるとき
は、私学文書課長と協議のうえ、保存期限を
変更することができる。

保存期限の変更（文書規程第４０条第４項）



行政文書の流れ（⑤廃棄）

裁断等のうえ
すべてリサイクル廃棄処分

なお、廃棄簿冊のうち、歴史的価値が

①作成・取得

②編さん
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生じ得るまたは生じていると認められる

簿冊については、評価基準に基づき、

各所属で選別を行い、私学文書課で別

途保存することとしている。

④保存期限満了

⑤廃棄

③保存

（延長）



歴史的文書資料等の評価基準

（ア）条例、規則、訓令、通達等例規に関するもの
（イ）県行政の総合計画及び重要な事業の計画、実施に関するもの
（ウ）県の組織、制度の設定や改廃に関するもの
（エ）県及び市町村の行政区画並びに地方制度に関するもの
（オ）県議会、行政委員会等の重要な議事に関するもの
（カ）許可、認可、免許その他の行政処分に関する重要なもの
（キ）調査及び統計の総括に関するもの

（熊本県知事部局）
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（キ）調査及び統計の総括に関するもの
（ク）叙位、叙勲、勲章及び表彰に関するもの
（ケ）訴訟及び行政不服審査に関するもの
（コ）損害賠償及び損失補償に関する重要なもの
（サ）公有財産の取得、処分及び管理に関する重要なもの
（シ）予算、決算及び出納に関する重要なもの
（ス）住民の請願、陳情及び要望に関する重要なもの
（セ）重要な事件、行事等県政及び社会の情勢を反映するもの

（ソ）前各号に掲げるものに類するもの、その他将来において歴史的、文化的、
学術的価値が生じると認められるもの



本庁の文書倉庫の収納量（Ｈ２０．３調査）

【文書倉庫】

本館地下２階と議会棟地下の一部に設置

収用可能量 ９，６００ｆｍ

現在の収納量 ６，０００ｆｍ
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現在の収納量 ６，０００ｆｍ

差引（空き収納量） ３，６００ｆｍ

ｆｍ（ファイルメートル） とは、簿冊をキャビネット等に立てて並べたときの長さ
が１ｍの場合＝１ｆｍとしている。

＊この調査結果では、平均的な増加量である２００ｆｍ／年が、毎年増加して
も今後、十数年は収納可能と判断（現行の廃棄と保存の考え方に基づき算
定）。ただし、これまでと比較し、増加量が急増すると収納に限界が生じること
もある。



年間作成簿冊数（平成１９年度実績）

区分
本庁 地方出先機関 計

簿冊数 構成率 簿冊数 構成率

３０年保存 １１３ ７．７ １４８ ６．５ ２６１

１０年保存 １２８ ８．７ ３１６ １３．８ ４４４

単位：ｆｍ・％

37

５年保存 ３６４ ２４．７ ３９０ １７．０ ７５４

３年保存 ７６５ ５１．８ １，２２３ ５３．３ １，９８８

１年保存 １０６ ７．１ ２１６ ９．４ ３２２

計 １，４７６
（３９．２%）

１００ ２，２９３
（６０．８%）

１００ ３，７６９
（１００％）

※ 計の下段の％は、計（３，７６９）に占める割合



9000

12000

15000

18000

（参考）今後、すべての文書を永久保存する場合

今後の文書保存量の見込み（本庁の場合）
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0

3000

6000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

現行基準 すべて保存

空き収容量（3,600）

単位：ｆｍ

（算出方法）
現行基準：平均的増加量である２００ｆｍが、毎年増加していくと想定
すべて保存：平成１９年度作成量（１，４７６ｆｍ）を、毎年地下書庫保存と想定



（参考）１年分の作成文書を
マイクロフィルム化に要する経費

 単価：２３０円（１枚）＝①
（物価資料２００９年６月号から）

 １ｆｍ＝約１０，０００枚
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 年間作成簿冊（平成１９年度実績から）

本庁１，４７６ｆｍ 出先 ２，２９３ｆｍ

合計３，７６９ｆｍ＝３，７６９万枚＝②

経費の見込み＝①×②＝約８６億円

※その他、毎年維持管理に要する経費を必要とする。



熊本県における歴史的文書の現状

現在までの簿冊数

延べ１１０ｆｍ（約４，５００冊）
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年間発生見込み量（①）(※)
延べ２．８ fm（約３９冊）

（※過去５年間の発生量の平均から）



３３ 文書管理システムの概要文書管理システムの概要

①① システムのポイントシステムのポイント
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②② システムの利用状況システムの利用状況



①システムのポイント

○電子文書と紙文書を総合的に管理
１ 紙文書も取得・起案・決裁等の各段階でデータを登録可能

２ 決裁については、紙文書添付の有無及びその性質等により
電子決裁又は紙決裁を行う。

○業務執行の支援
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３ 文書処理の効率化（過去文書の利用・検索）
４ 情報（進捗状況等）の共有化による意志決定の迅速化

○資源の有効活用
５ 文書の電子化による紙の減量化
６ 文書の電子化による保存スペースの削減

○システムの対象組織
７ 出先機関も含め、県警察本部を除き、すべての県の行政機関



決裁までの処理の例

一
目
で
、
文
書
が
ど
の
段

階
に
あ
る
の
か
わ
か
る
。
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クリックすると、申請内容が表示されます。



45

内容確認後、承認するときは、クリック
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電子決裁（Ａ） ７７７，５３４

単位：件数

②システム利用状況

平成２０年度実績（一部推計値を含む）
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紙 決 裁 １９２，８４３

合 計 （Ｂ） ９７０，３７７

電子決裁率（Ａ／Ｂ） ８０．１%



電子決裁と紙決裁

○電子決裁を行っている文書の主な例
旅行伺い、年次休暇取得申請、時間外勤務申請等の

定型的文書。
ただし、定型的文書であっても経理関係等は、原本添付

のため、紙決裁を行っている。
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○紙決裁を行っている文書の主な例
図面や原本が添付されている文書など、添付文書の全

部又は一部が電子化できない文書。
また、①説明が必要な文書②個人情報を扱う文書で特

に慎重な取扱を要するもの③部局長以上の決裁文書など
も紙決裁を行っている。



文書管理システム 簿冊検索結果（イメージ）

文書の完結年度
平成１９年度 ①０１（知事部局）

②Ｂ（総務）

①大分類
②第１分類
③第２分類
④第３分類
⑤第４分類

文書管理システムにおける
紙文書（簿冊）管理の例
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保管開始
平成２０年６月１日

保存期限
３年間

保存期限満了
平成２３年６月１日

②Ｂ（総務）
③０４（文書法規）
④０００（文書）
⑤ア（総記）



①所属名
②第１分類
③第２分類

簿冊の名称

①私学文書課
②Ｂ
③０４

私学文書課 課内キャビネット

保存場所：原課
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廃棄年度シール
２３年度に廃棄予定

③第２分類
④第３分類
⑤第４分類
⑥保存期限
⑦一連番号

③０４
④０００
⑤ア
⑥０３
⑦１８０



４４ 行政文書の適切な管理行政文書の適切な管理
について（通知）について（通知）
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平成２１年７月１７日付け私文第８１３号
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後



知事部局以外への通知
（熊本県文書規程の適用外）
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熊本県行政文書等
管理のあり方検討委員会

最終ページ
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（第１回）

平成２１年１０月３日（土）

熊本テルサ


